
補助金の返還はありません。
仕入控除税額報告書の「３補助金
返還相当額」に「0円」と記入並
びに理由および課税売上高を記入
し、提出してください。

簡易課税方式で申告している。

公益法人等である。

特定収入割合が5％を超える。

はい

光熱水費をはじめとする物価高騰の影響を受ける運営費用
にかかる消費税を、個別対応方式で対象経費に係る消費税
等を非課税売り上げのみに要するものとして申告している。

補助金の返還（仕入控除税額（要返還額））があります。

仕入控除税額報告書のほか、以下の書類を提出してください。
(１)課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
(２) (１)の付表２-１もしくは２-３課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表の写し

＜補助金返還額の計算方法＞
補助金交付確定額 × 課税売上割合 × 10/110 ＝ 補助金返還額

確定申告書付表２-１又は２-３の⑧

いいえ

はい

消費税の確定申告をしていない。

はい

はい
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いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

簡易課税方式とは？
→別紙Q＆A Q4へ

公益法人等とは？
→別紙Q＆A Q5へ

特定収入割合とは？
→別紙Q＆A Q6へ

個別対応方式とは？
→別紙Q＆A Q7へ

補助金の返還はありません。
仕入控除税額報告書の｢３補助金
返還相当額｣に「0円」と記入お
よび理由を記入し、以下の書類
とあわせて提出してください。
(１)課税期間分の消費税及び地
方消費税の確定申告書の写し

はい


